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若年者の消費者教育について



１.  若年者に多い消費者問題について

２．消費者教育の推進

３．成年年齢引下げと実践的な消費者教育

４．「社会への扉」等の消費者教育教材の活⽤
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消費者問題の現状①︓消費⽣活相談件数の推移
・ 2020年の消費⽣活相談件数は、93.４万件。
・ 架空請求に関する相談件数が前年から⼤きく減少（13.１万件→3.４万件）

（出典）消費者庁『消費者白書』令和３年版
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消費者問題の現状②︓若年者の消費⽣活相談の状況
・ 若年者の相談では、⼥性のみならず男性でも「美容」が上位に。
・ 20歳代では、「フリーローン・サラ⾦」も上位に。

（出典） （独）国民生活センター公表資料「狙われる！？18歳・19歳「金（かね）」と「美（び）」の消費者トラブルに気をつけて！」2021年4月8日公表
（注１） 「18・19 歳」（平均値）は、18 歳、19 歳の２歳分の相談件数の合計を２で割った値。「20～24 歳」（平均値）は、20 歳から24 歳までの５歳分の相談件数の合計を５で割った値。
（注２）相談件数は、2021年２月末までのPIO-NET登録分。 4



消費者問題の現状③︓SNSが関連する相談

（出所）消費者庁『消費者⽩書』令和３年版

・ SNSをきっかけとした相談は増加傾向。20歳代の相談件数が最も多い。
・ 相談内容では、SNSがきっかけとなる情報商材のトラブルも発⽣。
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消費者問題の現状④︓「定期購⼊」に関する相談

・「定期購⼊」に関する消費⽣活相談は増加
傾向。商品では、健康⾷品と化粧品が多い。

・ 詐欺的な定期購⼊商法の対策として、特定
商取引法を改正。誤認させる表⽰によって
定期購⼊の申込みをした場合、申込みの取
消しを認める制度を創設。

（出所）消費者庁『消費者白書』令和３年版 （出所）国民生活センター「子どもサポート情報」第166号 6



１ 通販の「詐欺的な定期購⼊商法」対策
〇 定期購⼊でないと誤認させる表⽰等に対する直罰
化〇 上記の表⽰によって申込みをした場合に申込みの取消しを

認める制度の創設
〇 通信販売の契約の解除の妨害に当たる⾏為の禁⽌
〇 上記の誤認させる表⽰や解除の妨害等を適格消費者団体

の 差⽌請求の対象に追加

１ 販売預託の原則禁⽌
〇 販売を伴う預託等取引を原則禁⽌とし、罰則を規定
〇 原則禁⽌の対象となる契約を⺠事的に無効とする制度の創
設

消費者悪質事業者

商品

第三者
（レンタルユーザー）

※レンタルの実績や運用による利益はない
。
※預かったとされる物品がほとんどない。

④レンタル
⑤レンタル料の⽀払

①物品を販売
②代⾦の⽀払

③物品を預ける

⑥配当⾦と称する
お⾦の⽀払 ？？

※ 預託等取引契約︓３か⽉以上の期間にわたり物品の預託を受けること及
び 当該預託に関し財産上の利益の供与を約するもの

※ 例外的に認める場合には、厳格な⼿続の下、消費者庁が個別に確認
＜販売預託のスキーム＞

特定商取引法の主な改正内容 預託法の主な改正内容

消費者被害の防⽌及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律の概要
消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化、新たな⽇常における社会経済情勢等の変化への対応のため
、 特定商取引法・預託法等の改正による制度改⾰によって、消費者被害の防⽌・取引の公正を図る。

２ 預託法の対象範囲の拡⼤
〇 現⾏の預託法の対象の限定列挙の廃⽌→全ての物品等を対象
に

３ 消費者利益の擁護増進のための規定の整備
〇 ⾏政処分の強化等

消費者裁判⼿続特例法の改正内容
被害回復裁判に資するために、特定適格消費者団体に対し、特定商取引法及び預託法の⾏政処分に関して作成した書類の提供を可能
に

悪質事業者 消費者

⼀⽅的に商品を送り付け
（注⽂していない場合）

２ 送り付け商法対策
〇 売買契約に基づかないで送付された商品について、送付し
た事業者が返還請求できない規定の整備等（現⾏では消費者

が14⽇間保管後処分等が可能→改正後は直ちに処分等が可能に）

３ 消費者利益の擁護増進のための規定の整備
〇 消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的⽅
法（電⼦メールの送付等）で⾏うことを可能に（預託法も同様）
〇 事業者が交付しなければならない契約書⾯等について
、消費者の承諾を得て、電磁的⽅法（電⼦メールの送付等）で

⾏うことを可能に（預託法も同様）
〇 外国執⾏当局に対する情報提供制度の創設（預託法も同様
） 〇 ⾏政処分の強化等
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消費者問題の現状⑤︓ 「情報商材」に関する相談

・「情報商材」に関する相談件数は約6,800件。
20歳代での増加が顕著。

・「情報商材」とは、インターネットの通信販売等で、
副業、投資やギャンブル等で⾼額収⼊を受けるノウ
ハウなどと称して販売されている情報。電⼦媒体、
動画、メールマガジン、アプリケーション等。

（出所）消費者庁『消費者白書』令和３年版 （出所）国民生活センター「子どもサポート情報」第162号 8



（出所）消費者庁「18歳から大人！」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/leaflet/ 9



１.  若年者に多い消費者問題について

２．消費者教育の推進

３．成年年齢引下げと実践的な消費者教育

４．「社会への扉」等の消費者教育教材の活⽤
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消費者教育の推進に関する法律の概要

○学校における消費者教育の推進(第11条)
発達段階に応じた教育機会の確保、研修の充実、
人材の活用

○大学等における消費者教育の推進(第12条)
学生等の被害防止のための啓発等

○地域における消費者教育の推進(第13条)
高齢者･障害者への支援のための研修･情報提供

○人材の育成等(第16条)

・基本方針を踏まえ策定(努力義務)

・消費者庁･文部科学省が案を作成･閣議決定
･基本的な方向
･推進の内容等

国・消費者教育の総合的・一体的な推進
・国民の消費生活の安定・向上に寄与

目的(第1条)

定義(第2条)

『消費者教育』

消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育
(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性
について理解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに
準ずる啓発活動

『消費者市民社会』

個々の消費者の特性及び消費生活の多様性の相互尊重しつつ、自
らの消費生活に関する行動が将来にわたって内外の社会経済情勢及
び地球環境に影響を及ぼし得ることの自覚して、公正かつ持続可能
な社会の形成に積極的に参画する社会

国と地方の責務と実施事項

責務(第4条)

地方公共団体

団体の区域の社会的経済的状況に応じた施策策定、
実施(消費生活センター、教育委員会その他の関係機
関と連携)

推進に必要な財政上の措置その他の措置(地方は努力義務)財政上の措置(第8条)

基本方針(第9条) 都道府県消費者教育推進計画

義務付け(国・地方) 努力義務(国および地方)

○教材の活用等(第15条)

○調査研究(第17条)

○情報の収集(第18条)

基本理念（第3条）

消費者団体 (努力義務) （第6条）
～自主的活動･協力

事業者・事業者団体(努力義務)
～施策への協力・自主的活動（第7条)
～消費生活の知識の提供、従業員の研修、資金の提供

(第14条）

消費者教育推進会議(第19条)

消費者庁に設置(いわゆる８条機関)

①構成員相互の情報交換･調整～総合的、体系的かつ効
果的な推進
②基本方針の作成･変更に意見

委員(内閣総理大臣任命)
～消費者、事業者、教育関係者、消費者団体･

学識経験者等
※委員は20名以内、任期２年、幹事、専門委員を置く
（政令で規定）

消費者教育推進地域協議会(第20条)

都道府県・市町村が組織 (努力義務)

①構成員相互の情報交換･調整～総合的、体系的 かつ
効果的な推進
②推進計画の作成･変更に意見

構成

～消費者、消費者団体、事業者、
教育関係者、消費生活センター等

・消費生活に関する知識を習得し、適切な行動に結びつける実践的能力
の育成

・主体的に消費者市民社会の形成に参画し、発展に寄与できるよう積極
的に支援

体系的推進 ・幼児期から高齢期までの段階特性に配慮

効果的推進 ・場(学校、地域、家庭、職域)の特性に対応
・多様な主体間の連携
・消費者市民社会の形成に関し、多角的な情報を提供
・非常時(災害)の合理的行動のための知識・理解
・環境教育、食育、国際理解教育等との有機的な連携

市町村消費者教育推進計画

消費者教育の推進に関する総合的な施策策定、実施

責務(第5条)

(平成２４年１２月１３日施行(平成２４年８月２２日公布))

（検討）（附則）
○法律の施行後５年を目途として、施行状況に検討を加
え、必要がある場合には所要の措置を講ずる。

○消費者教育推進法
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【従来の消費者教育】

消費者⼀⼈⼀⼈が、正しく、適切な情報を基に、⾃分⾃
⾝のために合理的選択を実践し、被害に遭わない、豊か
な⽣活を送ることを基本とする、⾃⽴⽀援のための教育

【推進法で視野の広がった消費者教育】
消費者市⺠社会の形成への参画

・個⼈として⾃⽴しているだけでなく、消費者が社会
の⼀員として⾏動することも「消費者の⾃⽴」の要素
・消費者⼀⼈⼀⼈が、「⾃分は被害に遭わない、⾃分
は⼤丈夫」と考えるだけでなく、「消費⽣活に関する
問題は、⾃分だけでなく社会の問題」と理解し実践し
ていくこと
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「消費者教育の推進に関する法律」 平成24年８月22日成立、同12月13日施行

消費者庁に「消費者教育推進会議」設置 平成25年３月６日第１回会議
・ 委員相互の情報交換 ・ 「基本方針」作成・変更に意見

「消費者教育の推進に関する基本方針」 平成25年６月28日閣議決定
・ 消費者教育推進会議における更なる議論
・ 地方公共団体における消費者教育推進協議会の設置、消費者教育推進計画の策定等の取組

「消費者教育推進会議取りまとめ」 平成27年３月５日公表
・ 消費者市民社会における消費者の具体的行動例
・ 多様な担い手による消費者教育の実践に向けた事例の提示
・ 地域における多様な主体の連携・協働に向けた提案・事例の提示

「第二期消費者教育推進会議」 平成27年７月～平成29年６月
・ 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の見直しに向けた論点整理
・ 社会情勢等の変化に対応した課題

「第三期消費者教育推進会議」 平成29年８月～令和元年７月
・ 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の見直し

・ 若年者の消費者教育分科会 教員の指導力向上のための方策について取りまとめ 等

・ 地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会 消費者教育コーディネーターの役割等について取りまとめ

「消費者教育の推進に関する基本方針」変更 平成30年３月20日閣議決定
・ 社会情勢等の変化を踏まえた変更 ・ 重点的に取り組む喫緊の課題を「当面の重点事項」として提示

「第四期消費者教育推進会議」令和元年10月～令和３年９月
・ 全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会

・ 社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会

○ 消費者教育推進会議のこれまでの取組
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Ⅲ 消費者教育の推進の内容

様々な場における消費者教育 人材（担い手）の育成・活用

○基本方針＝消費者教育の推進に関する法律（平成24年12月施行）第９条の規定に基づき、

内閣総理大臣及び文部科学大臣が案を作成、閣議で決定。

○基本方針の位置付け＝誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受けることができる

機会を提供するためには、消費者教育を体系的・総合的に推進することが必要

⇒幅広い担い手（国、地方、消費者団体、事業者等、消費者自身）にとっての指針

○手段＝幅広い担い手の支援・育成、担い手間の連携、情報共有の促進

Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向

Ⅰ 消費者教育の推進の意義

・家計消費は国内総生産（GDP）の過半数（291.9兆円／538.4兆円）
⇒消費者の安全・安心の確保は、消費の拡大、更には経済の好循環の実現

にとって大前提
・インターネット利用の拡大、「デジタルコンテンツ」に関する相談件数の増加
・成年年齢引下げについての検討も踏まえた実践的な消費者教育の重要性
・社会の安定と持続可能性の確保のため、消費者が自身の社会的役割を

自覚し、行動することの重要性についての認識の高まり（SDGs）

消費者の自立を支援

被害に遭わない消費者、合理的意思決定のできる消費者の育成
さらには、社会の一員として、より良い市場とより良い社会の発展のために

積極的に関与する消費者の育成（消費者市民社会の形成に参画）

消費者を取り巻く
現状と課題

○各主体の役割と連携･協働

○消費者教育の体系的推進のための取組の方向

○他の消費生活に関連する教育との連携推進
（環境教育・食育・金融経済教育・法教育・主権者教育等）

・国と地方公共団体
・消費者行政と教育行政
・地方公共団体と消費者団体、事業者等

地域における多様な主体間の
ネットワーク化

（結節点としての消費者教育推進
地域協議会）

当面の重点事項
１．若年者の消費者教育
２．消費者の特性に配慮した体系的な消費者教育の推進
３．高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応した

消費者教育の推進
※具体的に推進する施策は、赤枠箇所

○消費者教育の推進に関する基本的な⽅針 概要

消費者教育は、幼児期から高齢期までの
各段階に応じて体系的に行うべき

・ライフステージに応じた様々な教育の場（学校、地域、家庭、職域等）を活用して効果的に
消費者教育を行う

⇒それぞれのライフステージにおける消費者教育のイメージが様々な主体において共有
されることが重要

・消費者の特性（年齢のほか、性別、障害の有無、消費生活に関する知識の量など）
に配慮し、対象に応じた消費者教育の方法や内容を工夫

⇒例えば、高等学校段階までに契約などについての実践的な消費者教育を行う、
要支援者に対する教育については 本人だけでなくその支援者への働き掛けを行う、など

(小学校･中学校･高等学校・特別支援学校等)

・学習指導要領に基づく実践的な教育
を推進

・その着実な実施について周知・徹底

(大学･専門学校等)
自立した社会人としての育成のため消
費者教育に関する科目等の開設に期待

⇒特色ある取組事例や課題等の情報提
供・啓発

学校

地域
社会

・消費生活センターの拠点化
・社会教育施設等の活用
・国からは情報提供等の支援
・見守りネットワーク構築の促進、その活

用による消費者教育の実施

・職域における消費者教育の内容、事業者
にとってのメリットなどの認識を共有

・事業者の形態、事業分野等に応じた従業
者に対する教育を実施

職域

(小学校･中学校･高等学校・特別支援学校等)

教職員の指導力向上が必要
：教員養成課程や現職教員研修等における

消費者教育に関する内容の充実
⇒実態把握と必要な情報提供

：国民生活センター等の教員向け研修の
活用を推進

(大学・専門学校等)
・地方公共団体や関係団体との連携の枠組みを
構築

・消費者教育推進地域協議会への参画を促進

・消費者団体・ＮＰＯ等による消費者教育
・担い手育成拠点としての国民生活センター、
消費生活センター、社会教育施設等の活用

・消費者教育としての、事業者による消費者へ
の情報提供、商品サービスの開発・提供

・積極的な情報提供としての「出前講座」、
「出前授業」の充実に期待

Ⅳ 関連する他の消費者施策との連携 Ⅴ 今後の消費者教育の計画的な推進

○食品と放射能に関する理解増進 ○事故・トラブル情報の迅速的確な分析・原因究明
○食品表示の理解増進

平成30年度〜34年度の5年間を対象

消費生活相談員や専門家
（弁護士、司法書士、行政
書士等）などの外部人材

消費者教育
コーディネーター

多様な関係者や場をつなぐため、
間に立って調整

職域 家庭

学校

消費生活センター等を拠点とする、多様な主体が連携・協働した体制作り
様々な場における、外部人材を活用した効果的な消費者教育を実現

育成・配置の促進

消費生活相談員、元教員、NPOの一員など

平成25年６月28日 閣議決定
（平成30年３月20日 変更）
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１.  若年者に多い消費者問題について

２．消費者教育の推進

３．成年年齢引下げと実践的な消費者教育

４．「社会への扉」等の消費者教育教材の活⽤
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○若年者への消費者教育の推進

関係省庁（消費者庁、⽂部科学省、法務省、⾦融庁）が緊密に連携し、
2018年度から2020年度までを集中強化期間として、取組を推進

成年年齢の引下げを⾒据え（※）、若年者の消費者被害の防⽌・救済のため、また⾃⽴した消費者の育成のため、若
年者への実践的な消費者教育の推進は喫緊の課題
※成年年齢を引き下げる⺠法の改正は、平成30年６⽉13⽇可決、同⽉20⽇公布（平成34年４⽉施⾏予定）

社会経済情勢等を踏まえて重点的に取り組むことが求められる
喫緊の課題として、若年者への消費者教育を「当⾯の重点事項」
に位置付け

「消費者教育の推進に関する基本的な⽅針」
（平成30年３⽉20⽇ 変更の閣議決定）

「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」
（平成30年２⽉20⽇ 若年者への消費者教育の推進に関する

４省庁関係局⻑連絡会議決定）

民法の
未成年者取消権

事業者の行為の不当性の
有無に関わらず取消しの
対象となる

成年年齢の引下げ 引下げで
取消権が
無くなる

消費者教育の充実 消費⽣活相談窓⼝の
充実・周知対応した施策

（消費者の年齢）

制度整備等

18歳 20歳

主体的に判断し、責任を持って
行動する能力を育む必要

佐々⽊さやか君
この成年年齢の引下げに当たっては、若者がその年齢でしっかりと⾃⽴するという、それだけの環境整備、これが重要だと思っております。（中略）
学⽣の皆さんとか若い皆さんとお話をしていても、もう本当に⾃分が社会に出て⼤丈夫だろうか、こういう不安を抱いている⽅もいらっしゃる、こういう
印象を他⽅で私は受けております。例えば消費者被害とか、そういったことも⼼配をされるわけでありますけれども、消費者教育を充実をしたり、いろ
いろな制度の整備も必要だろうと思っております。

内閣総理⼤⾂（安倍晋三君）
成年年齢の引下げに係る⺠法改正法案に関しては、現在、今国会への提出を⽬指し、所要の⼿続を進めているところであります。政府としても、
委員御指摘の消費者被害を防⽌する施策など、成年年齢の引下げに向けた環境整備については、改正法案の成⽴後も引き続き政府⼀体と
なって取り組む必要があるものと認識をしています。

（平成30年3月5日参議院・予算委員会）
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関係省庁（消費者庁、⽂部科学省、法務省、⾦融庁）が緊密に連携し、2018年度から2020年度までを集中強化期
間として、実践的な消費者教育の実施を推進するため、以下の取組を推進

2020年度までには、
・全ての都道府県の全⾼校で「社会への扉」を活⽤した
授業が実施されること
・全都道府県に消費者教育コーディネーターが配置される
ことを⽬指す

○若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム
（平成30年２⽉20⽇ 若年者への消費者教育の推進に関する４省庁関係局⻑連絡会議決定）

・⼤学等と消費⽣活センターとの連携⽀援・出前講座の実施

・⼤学における講義実施等を通じた正しい⾦融知識の普及

⾼等学校等における消費者教育の推進

・ 学習指導要領の徹底

・ 消費者教育教材の開発、⼿法の⾼度化

・ 実務経験者の学校教育現場での活⽤

・ 教員の養成・研修

⼤学等における消費者教育の推進

「若年者の消費者教育分科会」による検討と取りまとめを
受けた消費者教育推進会議における審議を踏まえ、教
員による消費者教育の指導⼒向上のための取組を推
進

消費者教育コーディネーターの育成・配置等による
実務経験者の活⽤の推進

実践的な能力を身に付ける教材「社会への扉」を活用

した授業の実施の推進等

○ 教職課程における消費者教育の内容の充実
○ 有機的に連携した継続的な体制の構築
○ 現職教員に対する講習、研修における講座の開設数の
増加及び内容の充実

○ 外部⼈材等の活⽤及び育成

その他 全ての都道府県等において、消費者教育推進計画・消費者教育推進地域協議会の策定・設置を
⽬指す 等 18



「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」の進捗状況等について
（集中強化期間：2018年度～2020年度）

１．全国の高等学校等における「社会への扉」等を活用した授業の実施

○2020年度の高等学校等での活用実績

・高等学校等数でみた実績
2018年度 ⇒ 2019年度 ⇒ 2020年度
３８％（１／３程度） ６７％（２／３程度） ８６％

うち、 国公立 ７９％ うち、国公立 ９５％
私立 ４３％ 私立 ６５％
特別支援学校 ５５％ 特別支援学校 ８１％

・都道府県数でみた実績（詳細は別表参照）

2018年度 ⇒ 2019年度 ⇒ 2020年度

域内の全高等学校等で実施 １ １ ２
域内の70％以上の高等学校等で実施 ６ ２８ ４５

※アクションプログラムでの目標（全ての高等学校等で実施した都道府県数）

2018年度：８都道府県 ⇒ 2019年度：25都道府県 ⇒ 2020年度：47都道府県

引き続き、１００％を目指して働き掛け等の取組を実施する。

19



２．消費者教育コーディネーターの育成・配置

○消費者教育コーディネーターの配置都道府県数
2017年４月：16 ⇒ 2018年４月：19 ⇒ 2019年４月：26 ⇒ 2020年４月：34
※アクションプログラムでの目標

2018年度：17都道府県 ⇒ 2019年度：30都道府県 ⇒ 2020年度：47都道府県

消費者教育教材活用校／域内の高等学校等数 都道府県の数
2019年度末実績（※１） 2020年度末実績

90％以上 ３ ２７

80％以上～90％未満 １６ １２

70％以上～80％未満 ９ ６

60％以上～70％未満 ７ ２

50％以上～60％未満 ７ ―

50％未満 ５ ―

合計 ４７ ４７

（表１）2020年度における「社会への扉」等の活用実績

※１ 2019年度については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休業により、活用を計画していたものの、実施できなかった高等学校等があった。
※２ 高等専門学校がないため集計対象としていない県がある。

消費者教育教材活用校

／域内の高等学校等数

国公立高等学校等 私立高等学校等 特別支援学校 高等専門学校

2019年度末

実績

2020年度末

実績

2019年度

末実績

2020年度

末実績

2019年度

末実績

2020年度

末実績

2019年度

末実績

2020年度

末実績

90％以上 ２３ ４１ ４ １４ ９ １８ ２０ ２６

80％以上～90％未満 ９ ４ ４ ７ ３ １３ ― ―

70％以上～80％未満 ６ ２ ３ ５ ５ ８ ― １

60％以上～70％未満 ３ ― ６ ８ ４ ３ ２ ２

50％以上～60％未満 １ ― ６ ６ ７ １ ２ ４

50％未満 ５ ― ２４ ７ １９ ４ １８ ９

合計（※１） ４７ ４７ ４７ ４７ ４７ ４７ ４２（※２） ４２（※２）

（表２）学校種別における活用実績

28 45

38 47

（参考）別表（2020年度における「社会への扉」等の活用実績）
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令和３年度は、成年年齢引下げ施⾏に向けた最後の１年

「成年年齢引下げに伴う消費者教育全⼒」キャンペーン
として関係省庁と連携しつつ、地⽅公共団体・⼤学等、関係団体、

メディア等も巻き込んだ重層的取組を⾏う
消費⽣活上の契約、家計管理等に関する教育
消費者被害防⽌に資する教育

※平成３０年のアクションプログラムの内容はキャンペーンに取り込んで実施。

令和３年４⽉〜取組をスタート
21



＜「成年年齢引下げに伴う消費者教育全⼒」キャンペーン＞

地方公共団体・大学等
への働き掛け

（都道府県（教育委員会含む）、
大学等への働き掛け 等）

関係団体への
働き掛け

（消費者団体、日弁連、
金融関係団体 等）

イベント・メディアを通
じた周知

（イベント・セミナー、
ＳＮＳ等の活用 等）

消費者庁 法務省 文部科学省 金融庁

関係４省庁が連携し、各々の立場から関係各所に働き掛け重層的に取り組む

４省庁決定事項

（各種動画、授業用教材 等）

コンテンツの充実・活用の促進
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１.  若年者に多い消費者問題について

２．消費者教育の推進

３．成年年齢引下げと実践的な消費者教育

４．「社会への扉」等の消費者教育教材の活⽤
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【目的】 成年年齢の引下げが議論されていることも踏まえ、高等学校段階までに、契約

に関する基本的な考え方や契約に伴う責任を理解するとともに、身近な契約等を通じて、
社会において消費者として主体的に判断し責任を持って行動できるような能力を育む。

社会への扉

契約や消費者トラブル等が身近な暮らし
の中に存在することに気付かせる。

○ ⾼校⽣向け消費者教育教材「社会への扉」

Ｐ.１～２
導入

生
徒
用
教
材

契約について理解しよう！

消費者が主役の社会へ
お金について理解しよう！

暮らしの安全について理解しよう！

－12のクイズで学ぶ自立した消費者－

グループ学
習にも活用
できるワーク

を掲載

ワーク３ なぜ、法律では上のよ
うな取引に関してクーリング・オフ
制度を定めているのだろうか。

高校生にも
身近なイン
ターネット
ショッピン
グの注意
事項を具体
的に掲載

消費生活センターについて知ろう！

あなたの行動が社会を変える！

・クレジットカードの仕組み、多重債務、将来の詐欺的投資
被害を防ぐための注意を掲載

・暮らしに潜む危険の例を紹介し、安全に配慮した行動、
再発防止のための行動がとれる消費者になることを促進

・「高校生が消費生活センターに相談したら」という設定の
マンガで紹介

・消費者トラブルにあった際に行動することが、消費者市
民社会の実現につながることを紹介

教
師
用
解
説
書

消費生活に関する１２のクイズを掲載

生徒用教材に関わる学習指導
要領の項目等を示す表

●生徒用教材各ページ
の解説

●教師として知っておきた
い若年者を取り巻く消費
生活に関する情報

●生徒用教材の「ワーク」
「発展」、「プラスα問題」
の考え方

公民科、家庭科の指導案例とワーク
シート例（ワークシート実物大はウェブサイト掲載）

消費者教育の必要性についての
メッセージ

・消費者教育を実践している
教師・弁護士・消費生活相談員

Ｐ．３～１１

キャッチセールスのイメージ

消費者庁 社会への扉 検索
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「社会への扉」 ★パワーポイント版★

学校の授業で活用

教員研修等で活用

消費者庁ウェブサイト
からダウンロード!

25

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_edu
cation/public_awareness/teaching_material/material
_010/student.html
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○「社会への扉」の内容とポイント

✓高校生が普段暮らす街の風景を配して、契約や消費者トラブル等が身近な
暮らしの中に存在することに気付かせる。・・・

✓三者択一による１２のクイズを考えることで、基本的な知識の理解の習得と確認
ができる。・・・

クイズ・・・契約の基本から始まり、ゴールは「自立した消費者」

①消費生活（買い物）に関係した「契約」の基本的知識を理解する。
②支払いに関係した「お金」に関して、基本的知識を理解する。
③「安全・安心な暮らし」のための基本的な対処法を理解する。
④消費生活センターを知り、消費者トラブルにあったら相談できる。
⑤消費者の声を消費生活センターや企業に伝える行動は、安全で安心な

暮らしの実現、より良い社会に変える第一歩であることを理解する。

消費者が主役の社会へ （Ｐ１～２ 見開きページ）

「自分のこと」

選択肢自体が解答を考えるヒント

（「現代社会」からの視点）

【活用例】
①導入として、 ②学習後の確認として、 ③学習内容に合わせたＱ＆Ａを取り上げて

26



http://www.caa.go.jp/future/project/project_003/ 

○消費者教育教材「社会への扉」の徳島県における活⽤事例集
消費者庁は、消費者⾏政新未来創造オフィスのプロジェクトとして、若年者への消費者教育の推

進を図るため、平成29年度、徳島県内の全ての⾼等学校等56校で、「社会への扉」を配付し、同
教材を活⽤した授業を実施しました。

本事例集は、授業参観ができた20校（全⽇制、定時制、特別⽀援学校、⾼等専⾨学校）について、
各先⽣が試⾏錯誤や⼯夫の上、実施された授業例を広く全国に紹介することで、全国の⾼等学校等
における実践的な消費者教育の取組の参考にしていただくことを⽬的として作成したものです。
「社会への扉」の活⽤⽅法は、先⽣によって教え⽅が違うように、それぞれの学校で異なり、多種
多様であったところ、本事例集は活⽤⽅法の⼀例を⽰したものです。

《各授業の内容を紹介【事例１〜20】》
・各授業の形式や流れなどを指導案のような形で紹介
・「社会への扉」の活⽤箇所や活⽤のタイミングを紹介
・授業実施者、授業を受けた⽣徒のコメントを紹介

・家庭科で活⽤した事例（事例１〜10）
・公⺠科で活⽤した事例（事例11〜13）
・総合的な学習の時間で活⽤した事例（事例14）
・ホームルーム活動で活⽤した事例（事例15〜16）
・外部講師による出前授業で活⽤した事例（事例17）
・特別⽀援学校で活⽤した事例（事例18〜20）

１事例
１〜20

《「社会への扉」の内容順に沿って活⽤事例を紹介【事例A〜E】》
・板書や写真、イラストなどを交えて、授業における「社会への扉」

のアレンジ例を紹介

・「消費者が主役の社会へ（P.１〜２）」の活⽤事例（事例A）
・「契約について理解しよう︕ （P.３〜６） 」の活⽤事例（事例B）

「お⾦について理解しよう︕ （P.７〜９） 」の活⽤事例（事例C）
「消費⽣活センターについて知ろう︕ （P.10） 」の活⽤事例

（事例D）
「あなたの⾏動が社会を変える︕ （P.11） 」の活⽤事例

（事例E）

事例
A〜E２

《ワークシート【参考資料】》
・各授業で使⽤したワークシートを紹介
・本事例集のほか、消費者庁のホーム

ページ上にワード、エクセルなどのダ
ウンロードできる形式で掲載

・18種類のワークシート
を紹介 （P.1〜39）３ワーク

シート

消費者庁 社会への扉 検索

https://www.caa.go.jp/future/project/project_003/#case_studies
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掲載内容

各事例の概要・⽬標

テレビ会議システムを使って消費⽣活相談員と中継

家庭基礎

事例１

社会が抱える多様なテーマについて、
グループワークを実施

外部講師（消費者教育コーディネーター等）を
活⽤して授業を実施

単元名︓「消費者問題を考える」
本時の⽬標︓電⼦マネーのメリット・デメリットに関する知
識を活⽤し、キャッシュレス時代における家計管理の在り⽅
について考え、具体的な対応をまとめることができる。

⼩単元名︓「消費者問題」
本時の⽬標︓消費者として、契約や商品に対する正しい知識
を基に、消費者市⺠社会実現のために適切な判断をし、その
過程と結果を適切に表現できる。

本事例の内容

社会への扉 活用事例 検索

②実際に授業で⽤いたワークシートを掲載

①下記の項⽬を掲載
・対象（学年） ・科⽬
・単元（⼩単元）名 ・単元（⼩単元）の⽬標
・単元（⼩単元）の評価規準 ・指導計画
・本時の⽬標 ・本時の評価規準
・本時の展開 ・「社会への扉」の主な活⽤箇所
・本時の様⼦ ・指導に当たって⼯夫した点
・授業者の感想（成果と課題）

イメージ

単元名︓「消費者問題の現状と課題」
本時の⽬標︓消費者問題について、成年と未成年の契約の違い
を理解するとともに、最新の事例を通して、被害が起こる原因
とその防⽌及び救済について考え、具体的な対応をまとめるこ
とができる。

対象︓第１学年

現代社会

事例２

対象︓第１学年

家庭総合

事例３

対象︓第３学年

消費者庁（消費者⾏政新未来創造オフィス）では、若年者への消費者教育の推進を図るため、平成29年度以降、
徳島県内の全ての⾼等学校等56校に対して「社会への扉」を配布し、同教材を活⽤した授業の実施を依頼しました。

本実践事例は、平成30年度に徳島県内の⾼等学校で⾏われた⼯夫を凝らした３つの授業例の詳細を広く全国に
紹介することで、全国の⾼等学校等における実践的な消費者教育の取組の参考にしていただくことを⽬的として
作成したものです。

徳島県
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ポイント２ スライド教材は教員
がカスタマイズ可能に
スライド教材は編集可能な形で提供
し、教員が⽣徒の実態等に合わせて
スライド教材の順番やイラスト等を変
更したり、組み合わせることも可能。

特別⽀援学校(⾼等部)向け消費者教育⽤教材
〜ショウとセイコと学ぼう︕⼤切な契約とお⾦の話〜
主に知的障害のある⽣徒を対象とする消費者教育⽤教材です。⾝近な買物や契約の仕組みなどを学ぶ
「基礎編」と、契約トラブルの具体的な事例から対処法等を学ぶ「実践編」で構成し、合計７つのテーマを収録。
教材は、(1)スライド教材（基礎編・実践編）、(2)活⽤の⼿引、(3)ワークシート、(4)イラスト集から構成されています。

ポイント１ ⾼校⽣のキャラクター
と⼀緒に学ぶスタイルを採⽤
⾼校⽣のキャラクターであるショウとセイ
コが、トラブルにあって困ったり、失敗し
た場⾯を取り上げ、断り⽅や相談の仕
⽅を具体的に学べるように⼯夫。

ポイント３ 教員向けに活⽤の
⼿引、ワークシート等も制作
授業の参考になる情報を掲載した
教員向けの⼿引や、ワークシート、
スライドに使⽤したイラストを集めた
イラスト集も制作。

ショウ セイコ

テーマ 概 要

基
礎
編

① 買物・契約の基本 売買契約の仕組みや、契約には権利と共に義務が⽣じることなどを学ぶ。

② 商品の選び⽅ 買物をするときの⼿順や、購⼊⽬的に応じて商品を選ぶポイントについて学ぶ。

③ いろいろな⽀払⽅法 現⾦、カード、スマホ決済を使った⽀払⽅法の特徴と注意点について学ぶ。

④ 上⼿なお⾦のやりくり 収⼊と⽀出のバランスや、お⾦のやりくりが⼤切なことについて学ぶ。

実
践
編

① ネットショッピング ネットショッピングの特徴や、トラブル事例から利⽤上の注意点や対処⽅法を学ぶ。

② スマホ・ネットでのトラブル スマホ・ネットでのトラブル事例と、トラブルに遭わないための注意点について学ぶ。

③ 契約トラブルの対策・対処法 ⾝近な契約トラブル事例と、トラブルに遭わないための注意点について学ぶ。

（掲載ページ）
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教材の工夫・配慮の例 ～実践編テーマ③ 契約トラブルの対策・対処法 より～

複数の情報が一度
に目に入ってくると
混乱を招くため、ス
ライドの情報を少な
くしている

＜社会への扉の場合＞

期間をイメージしやすく
している

＜特別支援学校用教材の場合＞
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〇中学⽣向け消費者教育プログラム（新学習指導要領準拠版）

このプログラムは、実際に中学⽣が巻き込まれた買物トラブルや、インターネット上の事実とは異なる情報に関するトラブ
ル事例をヒントに、なぜそのようなトラブルが起こるのかを考え、話し合うことで、トラブルに遭わないためにはどうすれば
よいか、⽣徒たち⾃らが、⾃分事として考えることができるように構成しています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/#m003

令和3年4⽉公表

プログラム①契約編「買物のトラブル
はなぜ起こる」

プログラム②批判的思考⼒編「事実とは
異なる情報に惑わされないために」

「指導者⽤解説書」には、学習指導要領に
基づいた指導案、事例の詳しい説明の他、授業実
践例を掲載。

「指導者⽤解説書」①契約編
（27P）②批判的思考⼒編（28P）

「⽀援ツール」は、実際に中学⽣が巻き込ま
れたトラブル事例に基づく各種事例集、⽣徒⽤解説
を、授業にそのまま利⽤できるパワーポイントで提
供。学習プリント（Word版）と共に、部分使⽤及
び適宜改変も可能。

「買物のイメージ」（6事例）
「買物のトラブル事例」（6事例）

「事実とは異なる情報の事例」
（9事例）

「⽣徒⽤解説」
①契約編（14P）②批判的思考⼒編（6P）

学習プリント（各１枚）

情報をうのみにしない、批判的思考⼒を⾝に着けるために契約の仕組みやその重要性を理解するために
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消費者庁、関係府省、関係機関及び地方公共団体が作成した教材等を消費者教育ポータ
ルサイトに掲載

消費者教育ポータルサイトとは

消費者教育を担う講師、学校の教職員、専門家、地域住民と関わりのある者を主な利用者として置かれた消費者教育の
教材・サービス等の情報検索サイト。国や地方公共団体、消費者団体、事業者団体等から情報等が提供され、消費者教
育等の教材登録数は1,687件（令和2年10月末現在）。

○ 消費者教育ポータルサイト

34



御清聴ありがとうございました!
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